
 
 

平成２８年９月１６日 
 

宗教法人審議会委員の任命について 
 

 
 
 
 

（参考） 
 
 
                   
 

 
 
 
 
 

 

○宗教法人法（抄）（昭和２６年４月３日法律第１２６号） 

（委員） 

第七十二条 宗教法人審議会は，十人以上二十人以内の委員で組織する。 

２ 委員は，宗教家及び宗教に関し学識経験のある者のうちから，文部

科学大臣が任命する。 

 （任期） 

第七十三条 委員の任期は，二年とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

このたび，第３２期宗教法人審議会委員（任期中の１９人を除く１人）について， 
別紙のとおり９月１６日付けで任命されますので，お知らせいたします。 

＜担当＞ 文化庁文化部宗務課 

  課  長 大金 伸光（内線 2850） 

  法規係長 高江 花子（内線 3038） 

   電話：03－5253－4111（代表） 

      03－6734－3017（直通） 



第３２期宗教法人審議会委員名簿（五十音順）

平成２８年９月１６日現在

会長 新 井 誠 中央大学法学部教授
あら い まこと

飯 島 法 道 思親会会長，（公財）新日本宗教団体連合会理事
いい じま のり みち

石 井 研 士 國學院大學副学長
いし い けん じ

打 田 文 博 小國神社宮司
うち だ ふみ ひろ お く に

大 橋 真由美 成城大学法学部教授
おお はし ま ゆ み

岡 田 泰 六 崇教真光三代教え主，（公財）新日本宗教団体連合会理事
おか だ たい りく

巫 部 祐 彦 神理教管長
かんなぎべ さち ひこ し ん り

北 澤 安 紀 慶應義塾大学法学部教授
きた ざわ あ き

久 喜 和 裕 (公財)全日本仏教会事務総長
く き かず ひろ

熊 野 明 夫 光明寺住職，弁護士
くま の あき お

末 廣 久 美 （公社）全日本仏教婦人連盟理事長
すえ ひろ く み

銭 谷 眞 美 東京国立博物館館長
ぜに や まさ み

会長代理 原 田 一 明 立教大学法学部教授
はら だ かず あき

比 企 敦 子 日本キリスト教協議会教育部総主事
ひ き あつ こ

○ 本 部 雅 裕 鵜戸神宮宮司
ほん ぶ まさ ひろ う ど

峰 ひろみ 首都大学東京法科大学院教授
みね

宮 本 みち子 放送大学副学長
みや もと こ

村 鳥 邦 夫 御嶽教管長
むら とり くに お おんたけ

矢 木 良 雄 イムマヌエル綜合伝道団教団総務
や ぎ よし お

渡 辺 雅 子 明治学院大学社会学部教授
わた なべ まさ こ

（注）○印は今回任命委員（１名） うち下線は新任委員（１名）

任期：平成２８年９月１６日～平成３０年９月１５日（２年）

（○印のない委員は任期中）


